
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９／１８上原区民館現場で現場作業者３６

人にアンケート聞き取り活動を行いました 

東京土建渋谷支部と建設ユニオン城南支部の組合員で

構成する全建総連渋谷地区協議会は、公契約条例の普及、

労働報酬下限賃金の理解と支払徹底を実現していくため

に、受注業者への懇談・要請と、条例現場でアンケート活

動を取り組んでいます。 

 ９月１８日に第１号現場受注企業である西村建設㈱の

上原区民館現場で所長さん、現場作業者に聞き取り活動を

実施しました。 

①現場所長との懇談内容、現場での説明、普及の取り組み 

・一日 50人の職人が従事する現場とのこと。 

・ 現場作業者への条例説明は行っている。独自の資料は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手渡していないとのこと。新規入場者教育の際に、「ポ

スターを読んでください。」と説明しているとのこと。 

・労働台帳の署名・捺印は下請企業と協力して行っている。 

・ポスターは、現場の２箇所に掲示している。見たところ、

１つは４階現場廊下の薄暗い奥に張ってあり見えにく

い。もう一つは、所長室にポスターと、チラシの特大版

が掲示してあった。 

・現場に「建設業退職金」シールが張られていなかった。 

②作業者３６人にアンケート聞き取り活動を行いました 

別紙アンケート結果 

 昼休みの１時間を利用して現場作業者３６人に条例の

説明と、アンケート活動を取り組みました。 

・条例を知らない職人が 7割超、下限報酬額についても知

らない労働者が圧倒的でした。  
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・労働台帳への署名・捺印についてたずねたところ、「社

長に言われて署名したが、内容についてはわからない」

という回答が大半でした。 

・下限報酬額より高い労働者は 4割強、同じくらい 2割強、

少ないが 1割弱 

・この現場の下限額は旧下限額に設定されており、新下限

額だと賃金が下がる労働者が多数出る可能性がある。 

⇒今後、新単価で受注した現場での調査活動は重要となり

ます。 

 

 

 

条例受注業者、荒井建設㈱と

竹中工務店㈱２社と懇談、条

例遵守で合意、現場アンケー

ト活動実施も了解もらう！ 
 

 １０月２日、全建総連渋谷地区協議会で、条例の対象と

なる１億円以上の工事を受注した元請企業２社と懇談、要

請を行いました。 

 

竹中工務店㈱東京本社と懇談、「労働者

の下限報酬額を把握する手立てが必要」

との意見 

 竹中工務店㈱本社において、松本慶一調達部、企画管理

グループ長と小林さんの２人に対して、訪問の趣旨を説明

し懇談しました。 

 松本グループ長の話しは、「公契約条例の現場は、川崎

市についで２回目で、内容は理解している。」労働台帳で

は「実態賃金と下限報酬額との比較は出来ない」ことに対

し「台帳で把握できないのでは条例の担保がない。会社と

して下請企業の協力も得て賃金の把握に努めたい」との回

答でした。 

 現場での聞き取り活動については、「現場内の活動はお

断りするが、現場の外で取り組むことに対しては、組合の

自由でありかまわない」という回答でした。 

 「標準見積書」請求は、「協力会で検討している」との

内容でした。 

荒井建設㈱東京支店と懇談、「条例を遵

守、賃上げは必要」「社会保険加入は協

力会で検討」 

 長谷川支店長（執行役員）は、「現場は高齢化が進行し、

若者がいなくなっている。東北地方の震災復興と東京オリ

ンピックに向け、今のまま推移したら現場の技能労働者は

いなくなってしまう。いくらゼネコンが受注しても工事を

する技能者がいなくなれば、建設産業はパンクする。わが

社は北海道がメインで公共工事を進めているが、技能者の

待遇改善は必要。国交省が提案している大幅賃上げと社会

保険加入は急務の課題だと認識している」との話しでした。 

公契約条例現場の聞き取り活動についても快く承諾し

ていただき、日程については後日調整することとなりまし

た。引き続き受注業者との懇談、現場アンケート活動を取

り組みます。ご協力をお願いします。 

◎受注企業／西村建設㈱

●アンケート総数　３６人分 36

設問内容 人数 比率
①公契約条例の説明は受けましたか

受けた 9 25.0%

受けてない 27 75.0%
②公契約条例は必要だと思いますか

必要だと思う 21 58.3%

思わない 0 0.0%

わからない 15 41.7%

③あなたの日給は下限報酬より上ですか、下ですか

上だと思う 16 44.4%

下だと思う 3 8.3%

同じくらい 9 25.0%

わからない 8 22.2%

④条例現場で賃金は上がりましたか、下がりましたか

上がった 1 2.8%

変わらない 19 52.8%

下がった 0 0.0%

不明 12 33.3%

⑤上がった人はいくらぐらい上がりましたか

一日何円

⑥下がった人はいくら下がりましたか

一日何円 なし

上原区民館工事現場アンケート調査結果

２０１３年９月１８日（水）

◎調査した主な職種／塗装、型枠大工、電工、ダクト工、ガラス工、
配管工、交通誘導員、機械工、        水配管、内装工、設備管理な
ど

2000円

 

現場所長さんに条例の普及について説明うける 


